
令和 8年度税制改正：少額減価償却資産特例の基準引上げと適用範囲 

令和 8年度税制改正大綱では、「中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入特例」について、

取得価額基準を 30万円未満から 40万円未満へ引き上げることが示されました。創設（平成 15

年度）以来初の基準見直しで、改正は施行日以後に取得した資産に適用され、事業年度の開始

時期とは連動しない点が特徴です。 

項目 現行 改正後 

特例対象となる取得価額 30万円未満 40万円未満 

年間適用限度額 300万円 変更なし 

中小企業者の内、対象外となる企業規模 従業員 500人超 従業員 400人超 

適用期限 令和 8年 3月末 令和 11年 3月末まで延長 

改正法が令和 8年 4月 1日に施行され、次のように取り扱われます。 

取得日 適用される基準 

令和 8年 3月 31日まで 30万円未満 

令和 8年 4月 1日以後 40万円未満 

特例の基本 

本特例は、中小企業者等が取得した少額減価償却資産について、損金経理を条件に取得価額を

全額損金算入できる制度である。対象は以下のとおり。 

• 器具備品、機械装置などの有形資産 

• ソフトウエア、特許権、商標権などの無形資産 

• 中古資産も対象 
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※ ホームページも情報満載です。 

是非、ご覧下さい！！ 
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5 月の主な税務 

 

■5/11(月)  ・4 月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 

■6/1(月)   ・3 月決算法人の確定申告と納税 

・9 月決算法人の中間申告と納税 

・消費税の年税額が 400 万円超の 6 月,9 月, 

12 月決算法人の 3 月ごとの中間申告と納税 
  

        ☆社会保険 

       令和 8 年 4 月（5 月納付分）より、子ども・子育て 

       支援金の給与天引き・納付の開始。 
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５月の税務カレンダー 

例えば 12月決算法人では、同一事業年度（令和 8年

12 月期）内でも、1〜3 月取得分は 30 万円未満、4〜

12 月取得分は 40 万円未満と、取得時期により基準

が異なります。 

 

取得価額は、購入代価と事業の用に供す

るために直接要した費用（引取運賃・荷

役費・購入手数料・関税など）の合計額

とされています。 


